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わくわく島根生活実現支援事業 

■国の制度（移住支援事業／起業支援事業） 

・東京一極集中の是正及び地方の担い手不足対策のため、地方における起業、ＵＩＪ 

ターンによる起業・就業者を創出する地方公共団体の取組を地方創生推進交付金により 

支援する。【６年間で６万人のＵＩＪターンによる起業・就業者の創出を想定】 

１．起業支援金 

（１）事業内容 

地域の課題に取り組む「社会性/事業性/必要性」の観点を持った起業(社会的起業)

をする方に、起業のための伴走支援と事業費への助成を行う【最大 200 万円】 

（２）支援金の対象（すべてを満たすこと） 

・東京圏以外の道府県又は東京圏内の条件不利地域において社会的事業の起業を 

行うこと。 

・起業地の都道府県の各年度の公募期間中に、個人開業届又は法人設立を行うこと。 

・起業地の都道府県内に居住していること、又は居住する予定であること。 

（３）交付までの流れ 

２．移住支援金 

（１）事業内容 

東京 23 区(在住者又は通勤者)から東京圏以外へ移住し、移住先の地方公共団体が選

定した中小企業等に就業した方又は起業支援金の交付決定を受けた方に都道府県・市

町村が共同で支援金を支給する。【最大 100 万円（※単身の場合 最大 60 万円）】 

（２）支援金の対象（すべてを満たすこと） 

・移住元で東京 23 区の在住者又は通勤者（直近５年以上）であったこと。 

・移住先が、東京圏以外の道府県又は東京圏内の条件不利地域への移住であること。 

・移住先の都道府県がマッチングサイトに移住支援金の対象として登録した法人が 

掲載する求人に新規就業した方、または、起業支援金の交付決定を受けた方 

資料６
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（１） 交付までの流れ 

（３）交付金の流れ 

■島根県の対応 

 上記の国の制度を活用し、以下のとおり事業を実施する（2019 年度～）。 

  ○地域課題の解決を図るため、移住者や県内在住者の起業の促進と事業の安定的 

   な取組を支援する。 

  ○東京圏から移住して就業又は起業しようとする者へ移住支援金を支給し、 

移住に伴う経済的負担の軽減を図ることで、東京圏からの移住を促進する。 

１．起業支援事業の概要（所管：商工労働部）

（１）支援対象者 

移住者又は県内在住者で、地域の課題解決を目指し、県が指定する以下の社会的事業 

分野で起業する者 

〈社会的事業の分野〉 

・中山間地域や離島の生活機能の確保に資するサービス 

・まちづくりや地域の活性化に資するサービス 

・教育や子育て環境の充実に資するサービス 

・高齢者等の暮らしや福祉向上に資するサービス 

※ただし、外部有識者で組織する審査委員会で採択されることが必要 

【移住支援金（就業の場合）の対象法人の要件】 

（ア）官公庁等でないこと。   （イ）資本金 10億円以上の法人でないこと。
（ウ）みなし大企業でないこと。 （エ）雇用保険の適用事業主であること。

（オ）本店所在地が東京圏以外の地域、又は条件不利地域にある企業であること。

（カ）風営法に定める風俗営業者又は暴力団等の反社会勢力と関係を有しないこと。

（キ）地方版総合戦略に記載された目指すべき将来像を踏まえ、適切なプロセスにより、

地方創生に資する法人として選定されていること。

〔例〕地域経済分析システム(RESAS)や統計データの分析により把握した、
業種別の強みや弱み、人手不足の状況等の地域特性を踏まえて選定する。
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（２）執行団体 

島根県商工会連合会（予定） 

起業支援事業の審査事務、支援金の支給事務、伴走型支援事業 

（３）支援内容 

   事業費の１／２以内（財源：国 1/2、県 1/2） 

 ※１件あたりの補助上限額２００万円 

（４）支援スキーム 

（５）予算（平成３１年度） 

２６,５００千円
（内訳：助成金 ２,０００千円×１０件、事務局経費 ６,５００千円）

２．移住支援事業の概要（所管：地域振興部）

（１）支援金の支給要件 

〔共通要件（国の要件に準拠）〕 

・東京２３区在住者または２３区への通勤者（直近５年以上） 

・本事業の詳細が移住希望者に公表された後に、島根県に転入したこと 

  〔就業の場合〕 

   ・国が定める支援金の対象法人の要件(ア)～(カ)については国の要件に準拠。 

   ・国が定める支援金の対象法人の要件（キ）については、以下のように取り扱う。 

・中小企業の振興は本県の総合戦略でも掲げており、県内中小企業の人材確保を

支援することは、総合戦略の達成に資すると考えること。

・県内の中小企業等の人材不足は産業分野を問わず深刻な状況であること。

・H29年度の産業別充足率によると、産業分野を問わず充足率は低い状況【別紙１】
・商工団体や各産業界からも人手不足の声が多数挙がっている【別紙２】

これらのことを踏まえ、本県としては、 

国の要件を満たす中小企業等であれば、全ての産業分野の法人を支援対象とする。
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〔起業の場合〕 

   ・県が実施する起業支援事業〈上記１〉の支援を受けて起業した者 

（２）支援内容 

 ・２人以上の世帯の場合：１００万円（財源：国 1/2、県 1/4、市町村 1/4） 

   ・単身世帯の場合   ： ６０万円（財源：国 1/2、県 1/4、市町村 1/4） 

（３）返還が必要な場合 

 ・移住支援金の申請から５年以内に転出した場合

  ・移住支援金の申請から１年以内に就業した法人を辞職した場合

 ・起業支援事業にかかる交付決定を取り消された場合      等

（４）支援スキーム 

（５）予算（平成３１年度） 

１２５,３１４千円 

    （内訳）移住支援金に係る経費    ９５,６２５千円 

        マッチングサイトに係る経費 ２９,６８９千円 



【別紙１】　

平成２９年度　島根県 産業別充足率　

正規 パート 計 正規 パート 計 正規 パート 計

762 273 1,035 172 82 254 22.6% 30.0% 24.5%

85 15 100 19 3 22 22.4% 20.0% 22.0%

6,603 492 7,095 716 143 859 10.8% 29.1% 12.1%

5,429 2,694 8,123 1,731 762 2,493 31.9% 28.3% 30.7%

6 1 7 4 1 5 66.7% 100.0% 71.4%

2,254 813 3,067 115 91 206 5.1% 11.2% 6.7%

2,933 1,057 3,990 497 151 648 16.9% 14.3% 16.2%

5,227 7,540 12,767 987 1,107 2,094 18.9% 14.7% 16.4%

357 87 444 49 20 69 13.7% 23.0% 15.5%

405 196 601 99 54 153 24.4% 27.6% 25.5%

1,060 318 1,378 177 88 265 16.7% 27.7% 19.2%

1,958 5,177 7,135 236 536 772 12.1% 10.4% 10.8%

1,432 1,782 3,214 165 172 337 11.5% 9.7% 10.5%

460 1,162 1,622 82 182 264 17.8% 15.7% 16.3%

9,790 6,413 16,203 1,916 1,172 3,088 19.6% 18.3% 19.1%

427 393 820 128 78 206 30.0% 19.8% 25.1%

7,554 3,701 11,255 862 531 1,393 11.4% 14.3% 12.4%

579 1,625 2,204 228 631 859 39.4% 38.8% 39.0%

47,321 33,739 81,060 8,183 5,804 13,987 21.8% 17.2% 17.3%

・新規求人数・・・期間中（H29.4～H30.3）に新たに受け付けた求人数（採用予定人員）をいう。

・充足数・・・有効求人が島根ハローワークの紹介により、求職者と結びついた件数をいう。

教育,学習支援業

医療,福祉

複合サービス事業

サービス業（他に分類されないもの）

公務（他に分類されるものを除く）・その他

計

生活関連サービス業,娯楽業

鉱業,採石業,砂利採取業　　　　

建設業　　　

製造業　　　　

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業,郵便業

新規求人数 充足数 充足率

農,林,漁業　

卸売業,小売業　

金融業,保険業

不動産業,物品賃貸業　　

学術研究,専門・技術サービス業

宿泊業,飲食サービス業

産業分類

島根県



【別紙２】

関係団体ヒアリング結果の概要

産業分野 団体名 人手不足の状況

島根県農業会議 ・どこの事業体も職種(技術/事務)を問わず不足。

島根県林業公社 ・どこの事業体も職種(技術/事務)を問わず不足。

島根県建設業協会
・技術者については、都市部との待遇面での差が大きく、
　人の確保が特に厳しい。

島根県測量設計業協会
・業界全体で人手不足を感じている。
・今の人手不足の状況のままでは業界が縮小していく懸念。

情報通信業 島根県情報産業協会 ・約7割もの企業が人材不足感を訴えている状況。

宿泊業
飲食サービス業

島根県旅館ホテル生活衛生同業組合
・人手は足りていない。
・採用しても2～3年以内での離職率が高い状況。

島根県看護協会
・訪問看護や介護施設等での看護職需要が高まっており、
　医療機関以外でも人手不足が続いている。

島根県社会福祉協議会
（島根県社会福祉人材センター）

・人手不足は深刻な状態。
・特に介護職は有効求人倍率３倍を超えている状況。

島根県商工会議所連合会

島根県中小企業団体中央会

島根県商工会連合会

農業、林業、漁業

医療、福祉

その他
・卸売業、小売業
・製造業
　　　　　　　等

・人手が足りている分野は無いという認識。
・技術職だけでなく事務職についても、小規模事業者を中心に
　人材は不足している状況。

建設業



島根県内の求人ならＮｏ.１
求人件数5,000件以上 理由

１

新規登録は簡単３ステップ 

全て無料 

大規模リニューアルオープン 

仕事探しに をオススメする３つの理由

しまねＵＩターン総合サイト

県内最大級の
求人件数 

理由

３

理由

２

企業から直接スカウトがもらえる 
Web上のマッチング機能を強化  

簡単に魅力的なWeb履歴書作成が可能 
島根の企業に直接応募ができる 

を検索 

のTOPページからしごとページへ 

のしごとページから新規登録へ 

①

②

③

くらしまねっと 検索
まずはサイトにアクセス 

スマホからも
ご覧いただけ
ます 

①くらしまねっとを検索 ②くらしまねっとＴＯＰページ ③くらしまねっと「しごと」ページ

問い合わせ先 ふるさと島根定住財団UIターン推進課 0852-28-0690 uiturn@teiju.or.jp

入力画面のイメージは裏面でご紹介しています 

【参考】



これまでの経験や希望職種等、効率的に詳細情報まで入力できるように
なっており、求人に応募できるようになります。また、入力された情報を
もとに、企業側からスカウトメール（あなたに興味がありますというメッ
セージ）が届く可能性があります 

簡単登録

くらしまねっと 検索
まずはサイトにアクセス 

スマホからも
ご覧いただけ
ます 

①くらしまねっとを検索 ②くらしまねっとＴＯＰページ ③くらしまねっと「しごと」ページ

入力画面のイメージ

書き方に悩んだ時
には、職種別に
用意している例文
を利用できます 

画面に沿って
進んで入力して
ください 

簡単登録は1分で完了 
登録すると、イベント案内等しまね情報を
掲載したメルマガが届きます。

詳細登録

問い合わせ先 ふるさと島根定住財団UIターン推進課 0852-28-0690 uiturn@teiju.or.jp

このほかにも様々な入力画面やメールの受信等を設定する画面などがあります。画面の案内に沿って進んでいただき、
ぜひご活用ください。操作方法等、わからない点があればお気軽にお問い合わせください 


